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■
入
所
資
格

　
保
育
所
に
よ
っ
て
入
所
可
能
児
童

の
年
齢
は
異
な
り
ま
す
が
、
町
内
に

住
所
を
有
し
、
仕
事
や
出
産
、
病
気

や
障
害
、
長
期
介
護
な
ど
で
保
育
に

当
た
る
方
が
い
な
い
乳
幼
児
で
す
。

　
た
だ
し
、
保
護
者
以
外
に
も
親
族

や
他
の
方
が
保
育
で
き
る
場
合
は
入

所
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
保
育
所
と
幼
稚
園
を
同
じ

と
考
え
て
申
請
さ
れ
る
方
が
い
ま
す

が
、
保
育
所
は
保
育
に
欠
け
る
児
童

　
保
育
所
入
所
申
込
書
は
11
月
７
日
か
ら
町
内
の
各
保
育
所
と
福
祉
保
健

課
で
配
布
し
ま
す
。
新
規
の
入
所
希
望
者
だ
け
で
な
く
、
４
月
以
降
も
引

き
続
き
入
所
す
る
場
合
も
、
再
度
こ
の
申
込
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

福
祉
保
健
課 

子
育
て
支
援
係 

☎
77
‐
３
９
１
4

問

保
育

年
金
国
民
年
金

障
害
が
あ
る
方
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　
障
害
基
礎
年
金
は
、
年
金
加
入
者
が
病
気
や
け
が
で
障
害
を
負
っ
た
と

き
に
受
け
取
れ
る
年
金
で
す
。
障
害
の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
、
受
け
取
れ

る
年
金
額
は
変
わ
り
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
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‐
３
９
１
2

問

申込書受付予定表

■
支
給
要
件

　
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
し
た
と

き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①�

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け

が
の
初
診
日
が
次
の
い
ず
れ
か
の

間
に
あ
る
こ
と
。

・
国
民
年
金
加
入
期
間

・�

20
歳
前
ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳
未

満
（
国
内
に
住
ん
で
い
る
方
の

み
）
の
年
金
未
加
入
期
間

※�

老
齢
基
礎
年
金
を
繰
り
上
げ
て
受

給
し
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

②�

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け

が
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、
障
害

認
定
日
（
初
診
日
か
ら
1
年
6
カ

月
経
過
し
た
日
、
ま
た
は
1
年
6

カ
月
以
内
に
症
状
が
固
定
し
た
場

合
は
そ
の
日
）
ま
た
は
20
歳
に
達

し
た
と
き
に
、
障
害
等
級
の
1
級

ま
た
は
2
級
の
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
。

③�

初
診
日
の
前
々
月
ま
で
に
保
険
料

を
納
め
た
期
間
、
保
険
料
の
免
除

期
間
、
納
付
猶
予
期
間
、
学
生
納

保
育
所
入
所
受
け
付
け

働
く
親
の
応
援
団を

保
護
者
の
代
わ
り
に
保
育
す
る
児

童
福
祉
施
設
で
す
の
で
、
幼
稚
園
と

は
異
な
り
ま
す
。

■
申
込
書
の
受
け
付
け
（
面
接
）

　
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
受
付
日

に
必
要
書
類
を
ご
持
参
の
上
、
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
新
規
入
所
の

場
合
は
、
児
童
同
伴
と
な
り
ま
す
。

■
受
付
日
時
　
11
月
26
日
㈯

　
午
前
8
時
30
分
～
正
午

■ 

受
付
場
所
　
芝
山
町
役
場
南
庁
舎

研
修
室

※�

受
付
日
以
降
で
も
役
場
福
祉
保
健

課
で
受
け
付
け
ま
す
が
、
12
月
9

日
㈮
で
締
め
切
り
ま
す
。

第一
保育所

第二
保育所

第三
保育所

定 員 85人 70人 60人

入所可能 
児 童1～5歳児 7カ月～ 

5歳児 1～5歳児

通 常 
保育時間 午前8時30分～午後4時30分

付
特
例
期
間
の
合
計
が
、
加
入
す

べ
き
期
間
の
3
分
の
2
以
上
あ
る

か
、
直
近
1
年
間
に
保
険
料
の
未

納
が
な
い
こ
と
。
ま
た
は
20
歳
前

に
初
診
日
が
あ
る
場
合
。

■
受
け
取
れ
る
年
金
額

　
1
級
・
・
・
９
７
５
，
１
２
５
円

　
2
級
・
・
・
７
８
０
，
１
０
０
円

　
受
給
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

る
子
が
い
る
場
合
は
、
加
算
が
あ
り

ま
す
。
　

・
１
人
目
・
2
人
目
…
　

　
　
　
　
　
各
２
２
４
，
５
０
０
円

・�

3
人
目
以
降
…
各
７
４
，
８
０
０
円

【
注
意
】
保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ

る
と
、
障
害
に
な
っ
た
場
合
で
も
受

給
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
納
付
が
難
し
い
と
き
は
免
除
制

度
を
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
─
０
５
─
１
１
６
５

保育所で

待ってるよ
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■
健
診
日
　
11
月
2
日
㈬

■ 

受
付
　
午
前
9
時
30
分
～
11
時
30

分
■
会
場
　
芝
山
町
役
場
南
庁
舎

■ 

持
参
す
る
物
　
受
診
券
・
保
険
証

（
受
診
券
は
、
ご
加
入
の
健
康
保

険
組
合
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
）

■ 

健
診
料
金
　
受
診
券
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

■  

対
象
者
　
組
合
健
康
保
険
・
協
会

　
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
と
し
た
巡
回
特
定
健
康
診
査

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

巡
回
特
定
健
康
診
査

加
入
保
険
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

健
診

戸
籍
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
交
付

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
次
の
休
日
交
付
日
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。
休

日
の
受
け
取
り
を
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

 

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

■ 

予
約
窓
口
　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

平
日
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

ま
で

■
休
日
交
付
日
　
10
月
30
日
㈰

■ 

交
付
時
間
　
午
前
10
時
～
午
後
３

時
■
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
（
申

請
書
か
ら
切
り
離
し
た
、
12
桁
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も

の
）

け
ん
ぽ
（
旧
政
府
管
掌
健
康
保

険
）
に
加
入
し
て
い
る
方
（
社
会

保
険
に
ご
加
入
の
被
扶
養
者
）

【
注
意
】
国
保
加
入
者
は
対
象
外
で

す
。

■
健
診
内
容
　
特
定
健
康
診
査

■ 

問
合
せ
　
（
一
社
）
千
葉
衛
生
福

祉
協
会
　
千
葉
診
療
所
　
健
康
管

理
部

☎
０
４
３
─
２
２
４
─
２
０
１
６

FAX
０
４
３
─
２
２
４
─
２
６
０
５

平成28年分
年末調整等説明会開催日程

一球入魂！

芝山町卓球大会

問 合せ　東金税務署　法人課税第１部門（源泉
担当）☎０４７５−５２−３１２１（内線54）

※�自動音声案内に従って「2」番（税務署）を選

択してください。

※１�対象地域の説明会に出席できない場合に

は、他の地域の説明会に出席しても差し

支えございません。

　今年も下記のとおり卓球大会を開催し

ます。多くの方の参加をお待ちしています。

■期日　10月22日㈯

■受付　午前８時30分～９時

■場所　農業者トレーニングセンター

■ 申込み　小・中学生は学校を通じて、

10月7日㈮までにお申し込みください。

それ以外の方は、当日会場で受け付け

をお願いします。

■参加資格　芝山町在住または在勤の方

■ 競技部門　小学生、中学生男子、女子、

一般、壮年男子、壮年女子

■参加費　無料

■問合せ　芝山町卓球クラブ事務局

　石橋　　☎０８０−５６５４−６５１８

開
催
日

開催時間 説明会会場 対象地域※1

11
月
８
日
㈫

午後2時
～4時

山武市成東文化
会館のぎくプラ
ザ大ホール 
(山武市殿台
290-1）

山武市

芝山町

横芝光町

11
月
10
日
㈭

午前10時
～正午

東金文化会館　
小ホール 
(東金市八坂台
1-2107-3)

東金市

午後2時
～4時

大網白里市 
九十九里町

・�

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
ご
連
絡
に
同
封
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
）

・�

写
真
付
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

・
印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）

・�

お
持
ち
の
方
は
住
基
カ
ー
ド
（
引

き
換
え
で
交
付
し
ま
す
）

※�

代
理
人
に
よ
る
受
け
取
り
は
本
人

が
入
院
中
な
ど
で
来
庁
が
困
難
な

場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
戸
籍
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


